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2022 年 4 月 1 日 

R1：2022 年 4 月 28 日 

（改定箇所を△印で示す） 

三菱原子燃料株式会社 

設工認“変更内容”の記載内容に関する総点検 

－設工認変更が必要な項目について－ 

【概要説明資料】 

注：表以外の黒線四角囲み部分は商業機密を含むため非公開 
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３．今後の対応 
系統図に記載している設備を変更し、検査要領書改訂とそれに基づく再検査を⾏う。 

４．設⼯認変更に伴う技術基準への影響 
系統図に記載する設備の⾒直しであり、仕様に変更はなく、影響はない。 
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２．設⼯認上の経緯 
（１） 設⼯認作成段階 

⾼性能エアフィルタ（ペレット加⼯室室内排気系統(2)）と⾼性能エアフィルタ
（ペレット加⼯室局所排気系統(2)）において、仕様表および系統図に記載してい
るフィルタ個数［フィルタ番号］を誤って逆に記載してしまった。⼀⽅、図ト配
−気 3（2/2）には、正しく記載されていた。 

（２） ⼯事段階 
⼯事段階では⼯事計画通りに⼯事を実施した。 

（３） 検査段階 
配置検査では⾼性能エアフィルタの実際の配置と配置図（図ト配−気 3（2/2））
の記載が合っていることを確認し、外観検査ではダクトが⾼性能エアフィルタに
接続されていることを確認した。配置と外観検査に問題がなかったこと、ペレッ
ト加⼯室室内排気系統(2)とペレット加⼯室局所排気系統(2)が⾼性能エアフィル
タの下流で合流していることから系統検査は誤認してしまい、系統図（図ト系 
3−3 と図ト系 3−4）に誤りがあることに気付かなかった。 

３．今後の対応 
仕様表の員数および系統図に記載されたペレット加⼯室室内排気系統(2)とペレット加
⼯室局所排気系統(2)のフィルタ個数と番号を 1 項の朱書きの通り変更する。 
なお、系統図左側に記載されている気体廃棄設備(3)の系統図のフィルタ数に対する修
正については、気体廃棄設備(3)のすべての系統図 図ト系 3-1〜3-16（当該図ト系 
3-3、3-4 含む）に対して反映する。 

４．設⼯認変更に伴う技術基準への影響 
仕様表および系統図の記載を適正化するものであり、技術基準への影響はない。 

  

■
■■
■

27



■
■■
■

28



■
■■
■

29



■
■■
■

30



■
■■
■

31



■
■■
■

32



■
■■
■

33



■
■■
■

34



■
■■
■

35



■
■■
■

36



■
■■
■

37



■
■■
■

38



■
■■
■

39



■
■■
■

40



■
■■
■

41



■
■■
■

42



■
■■
■

43



■
■■
■

44



■
■■
■

45


	02_MSR-22-011_R1_補足資料1_2.pdfから挿入したしおり
	設備追加
	設備追加
	設備追加2





